


（別紙） 

豚の食肉に係る規格基準設定について 

 

 

食品、添加物等の規格基準（昭和 32 年厚生省告示第 370 号） 

 Ｂ 食品一般の製造，加工及び調理基準 

 ９ 牛の肝臓又は豚の食肉は，飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供

されなければならず，牛の肝臓又は豚の食肉を直接一般消費者に販売する場合は，そ

の販売者は，飲食に供する際に牛の肝臓又は豚の食肉の中心部まで十分な加熱を要す

る等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。ただし，第１ 食品の部

Ｄ 各条の項○ 食肉製品に規定する製品（以下９において「食肉製品」という。）

を販売する場合については，この限りでない。 

    販売者は，直接一般消費者に販売することを目的に，牛の肝臓又は豚の食肉を使用

して，食品を製造，加工又は調理する場合は，その食品の製造，加工又は調理の工程

中において，牛の肝臓又は豚の食肉の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか，

又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければならない。ただし，

一般消費者が飲食に供する際に加熱することを前提として当該食品を販売する場合

（以下９において「加熱を前提として販売する場合」という。）又は食肉製品を販売

する場合については，この限りでない。加熱を前提として販売する場合は，その販売

者は，一般消費者が飲食に供する際に当該食品の中心部まで十分な加熱を要する等の

必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。 

 

 (傍線部分が改正部分) 

 


